
（単位：千円）

金 額 金 額

605,387 146,021

581,612 52,938

17,779 3,996

479 3,414

2,690 18,985

2,827 3,682

固　　　定　　　資　　　産 4,521 28,853

3,771 7,240

324 23,718

166 3,192

3,280 37,468

750 21,019

30 286

720 15,630

532

183,490

株　　　主　　　資　　　本 426,419

80,000

20,000

資 本 準 備 金 20,000

326,419

326,419

326,419

426,419

609,909 609,909

資 本 金

利 益 剰 余 金

資 本 剰 余 金

現 金 及 び 預 金

流　　　動　　　資　　　産

売 掛 金

前 払 費 用

そ の 他

純 資 産 の 部

建 物

リ ー ス 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

長 期 借 入 金

リ ー ス 債 務

長 期 預 り 保 証 金

負 債 合 計

工 具 、 器 具 及 び 備 品

繰 延 税 金 負 債

投 資 そ の 他 の 資 産

出 資 金

流　　　動　　　負　　　債

買 掛 金

1年内返済予定の長期借入金

リ ー ス 債 務

未 払 金

株式会社アーバネットリビング

貸　　借　　対　　照　　表
（2024年6月30日現在）

負 債 の 部

科 目

資 産 の 部

科 目

立 替 金

未 収 法 人 税 等

有 形 固 定 資 産

資 産 合 計 負 債 及 び 純 資 産 合 計

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金

純 資 産 合 計

未 払 法 人 税 等

前 受 金

預 り 金

固　　　定　　　負　　　債

1年内返還予定の預り保証金



（単位：千円）

689,734

525,693

164,041

165,430

△ 1,389

34,035

15,450

747 50,233

187 187

48,655

48,655

13,747

2,554 16,301

32,353当 期 純 利 益

税 引 前 当 期 純 利 益

法人税、住民税及び事業税

法 人 税 等 調 整 額

受 取 利 息

支 払 利 息

そ の 他

営 業 外 費 用

経 常 利 益

受 取 分 配 金

売 上 原 価

売 上 総 利 益

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 損 失

営 業 外 収 益

売 上 高

株式会社アーバネットリビング

損　　益　　計　　算　　書

自  2023年７月 １日

至　2024年６月30日

科　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　　　　額



【個別注記表】 

 

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】 

 １．資産の評価基準及び評価方法 

棚卸資産の評価基準及び評価方法 

販売用不動産 

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定） 

  

 ２. 固定資産の減価償却の方法 

  (1)有形固定資産（リース資産を除く） 

       定率法 

ただし、2016 年４月１日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物      15 年 

工具、器具及び備品       ６ 年 

   

(2)リース資産 

       所有権移転外ファイナンス･リースに係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 

３． 引当金の計上基準 

貸倒引当金 

債権の貸倒等による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することと

しております。 

 

４． 重要な収益及び費用の計上基準 

(1) 不動産事業 

買取再販事業では中古住宅の買取販売を行っており、顧客との不動産売買契約に基づき当

該物件の引渡しを行う義務を負っております。当該履行義務は、物件が引き渡される一時点

で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しております。 

不動産賃貸事業では主に居住用マンションの貸付業を行っており、これらの不動産賃貸に

よる収益は、「リース取引に関する会計基準」に従い、賃貸借契約期間にわたって計上して

おります。 

その他の事業は仲介・斡旋手数料等に係るものであり、履行義務が一時点で充足される場

合にはサービス提供完了時点において、一定期間にわたり充足される場合にはサービス提供

期間にわたり収益を認識しております。 

   

(2) ホテル事業 

 ホテル事業は主にホテルに宿泊したお客様へのサービスの提供を履行義務として識別して

おります。これらはサービス提供時点で履行義務が充足されることから、当該履行義務が充

足された時点で収益を認識しております。 

 
 ５. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

     控除対象外消費税等は発生事業年度の費用としております。 
 

 
 
 
 

 


